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くまもとポイント付与対象　 日  日時　 期  期日、期間　 時  時間　 場  場所　 内  内容　 題  演題　 師  講師　 出  出演　 対  対象　 定  定員　 費  費用　 持  持参物　 申  申込　 問  問い合わせ先

くまもと市政だよりへの広告を募集中。販売代理店の株式会社ウィット（☎072-668-3275）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

 12月は固定資産税第4期の納期です 
納期限は来年1月5日（月）です。納
期限までに納付ください。
市税の納付には、便利な口座振替･
自動払込みを利用ください。希望する
方は近くの金融機関、郵便局またはイ
ンターネットで申し込みください。詳
しくは、市ホームページへ。
また、納付書に「地方税統一QRコー
ド」があれば、全国の地方税統一QR
コード対応金融機関や地方税お支払
サイト、スマホ決済アプリ等で市税の
納付ができます。利用方法等について
は地方税お支払サイトを確認くださ
い。
【市ホームページ】 【地方税お支払サイト】

� （納税課　☎328-2204）

 固定資産税の届け出をお忘れなく 
固定資産税は、1月1日（賦課期日）
に家屋等を所有している方にかかる
税金です。
令和8年度の課税対象を正しく把
握するため、以下に該当し、未登記の
場合は固定資産税課へ連絡ください。
・家屋を新・増・減築した場合
・家屋の用途を変更した場合
・家屋を解体した場合
� （固定資産税課　☎328-2195）

 
令和8年度以降適用される市民
税・県民税に関する主な税制改
正について

 

令和7年度税制改正において、物価
上昇に伴う税負担の調整と就業調整
対策の観点から、以下の変更が行われ
ました。
・給与所得控除の見直し
・同一生計配偶者および扶養親族の
合計所得金額要件等の引上げ
・大学生年代の子等に関する特別控
除（特定親族特別控
除）の創設
詳しくは、市ホーム
ページへ。
� （市民税課　☎328-2183）

 
国民健康保険料・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の納付
状況確認書について

 

令和7年1月～12月に納付した国
民健康保険料・介護保険料・後期高齢
者医療保険料の納付状況確認書を、来
年1月下旬に発送します。
納付状況確認書は、社会保険料控除
として確定申告などに利用できます。
早めに必要な方は、令和7年12月中に
納付した領収書と本人確認ができる
書類を持って、国保年金課（市庁舎1
階71番窓口）か区役所区民課（中央区
役所を除く）、総合出張所へ。 ※代理
人は、委任状が必要。
  問  熊本市こくほ・こうきコールセン
ター（☎326-5900）
� （国保年金課　☎328-2270）

 オフピーク時間帯のバス・電車降車時に、タッチ決済で20%割引！ 

  期  12月1日（月）～31日（水）平日は
オフピーク時間帯、土日祝日は終日割
引 ※平日ピーク時間帯（朝7時半～8
時半）の降車は対象外。  内  熊本市内を
通る系統の路線バス・市電・電鉄電車
（高速特急バス・快速バス等を除く）を
利用時に、タッチ決済での支払いで運
賃が20%割引されます
� （公共交通推進課　☎328-2522）

 市営墓地の貸し付け  
【墓地名】小峯墓地・立田山墓地・浦山
墓園・花園墓地・城山墓園・清水墓園
【募集数】各墓地5区画以内（区画数は
各墓地で異なります）  費  【永代使用料】
1m2当たり8万円（区画ごとに広さが
異なります）  対  本市に住む、許可日か
ら3年以内に墓碑建立できる方  申  12
月23日～来年1月14日に申請書を持
参または郵送で健康福祉政策課へ ※
12月23日から募集要項（申請書付
き）を市ホームページに掲載。また、各
墓地管理事務所・健康福祉政策課で配
布。
� （健康福祉政策課　☎328-2340）

 消防手続きの電子申請対象を拡充しました！  

電子申請可能な消防署への申請・届
け出が増えました。パソコンやスマー
トフォン等から、専用フォームに入力
するだけで申請や届け出が完了しま
す。時間や場所にとらわれずに手続き
ができるので、ぜひ利
用ください。
詳しくは、市ホーム
ページへ。
� （消防局規制課　☎363-0212）

 くまもとオープンガーデン2026参加会場募集� 　無料　 

市民協働による
花とみどりのまち
づくり「一人一花
運動」の一環とし
て、個人や地域、企
業のみなさんが育
てたお庭や花壇などを紹介し、来場者
が巡る「くまもとオープンガーデン
2026」を開催します。
6回目となる今回は来年3月21日

（土）～5月24日（日）の開催を予定し
ており、現在参加者を募集しています。
みなさんもお庭を通したコミュニ
ケーションに参加してみませんか。
  対  熊本市内のお庭を公開いただける
個人および企業  申  12月26日までに
申込書（ホームページよりダウンロー
ド可）をメール（hana�
t o m i d o r i @ c i t y .
kumamoto.lg.jp）また
は郵送で〒860-8601
花とみどり協働課へ
�（花とみどり協働課　☎328-2352）
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 くらし 

北朝鮮当局による拉致被害者等に関する人権問題
1970～1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明とな
りました。平成14年9月の日朝首脳会談で、北朝鮮側が初めて当局による日
本人拉致を認めましたが、いまだ解決には至っていません。
平成18年6月、この問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会
と連携していくことを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。この法律では、国及び
地方公共団体の責務等が定められ、毎年12月10日～16日を「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」としています。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北
朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき
課題とされる中、私たち一人ひとりが拉致問題に関心を持ち、認識を深めて
いくことが大切です。
� （人権政策課　☎328-2333）

 くらしの中の人権 144

　

【第7回】
夜間、自転車で商店街等の明るい
ところを走行する場合は、ライトを
点灯しないでも走行することができ
る。〇か×か。

答え、解説は20ページ� （地域交通支援課　☎328-2259）

 　毎月確認！自転車の交通ルール 

高校3年生までのこどもを
対象とした「ヘルメット購
入補助」を実施中！➡

 外国人のための動画を作成しました！ 
外国人が119番通報をした際に使
用する多言語コールセンターサービ
ス（通訳コンシェル119）への新たな
言語（フランス語、ミャンマー語、イ
ンドネシア語、ベトナム語、ネパール
語、タイ語、フィリピン語、ドイツ語）
の追加に伴い、外国人対応動画を作
成しました。
お近くに住む外国人の皆さんへ、周知をお願いします。
この他、「知っておきたい消防・救急の知識（動画集）」とし
て、応急手当や防火防災に関する知識もまとめて掲載してい
ます。どの動画も楽しく見ながら学ぶことができますので、
ぜひご覧ください。
� （消防局総務課　☎363-7172）
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